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○堺市平和と人権を尊重するまちづくり条例 

平成１８年１２月２２日 

条例第７７号 

改正 平成２９年６月２６日条例第３１号 

わがまち堺に暮らす人々は、古代から国内外との交流を積極的に進め、創造性と自立の精

神をはぐくみ、わが国有数の自治都市を築いてきた。また、茶の湯を通じて世界に誇る平和

を尊ぶ文化を創造し、過去幾度もの戦禍に遭いながらも復興を成し遂げてきた。 

基本的人権の尊重や平和社会の実現と維持は、国際社会における共通の原理であり、日本

国憲法や世界人権宣言の理念とするところである。 

しかしながら、今なお、私たちの社会においては、人種、民族、国籍、信条、性別、社会

的身分、門地又は障害があること等による人権に関する多くの課題が存在し、さらに紛争や

貧困などにより、子どもや女性を始め多くの人々の生命や身体が危険にさらされ続けている

国や地域が地球上には数多く存在している。 

私たちは、こうした現実を直視し、未来を見据えて、戦争は最大の人権侵害であるという

認識を持つとともに、全ての人々が尊厳ある生命を全うできるような社会づくりを進める

「人間の安全保障」に積極的に関与していかなければならない。 

平和を尊ぶ文化の伝承者であり地球市民である私たちは、国際平和の実現と維持及び人権

課題の解決のために世界へ向かって行動し、発信するまち「国際平和人権都市・堺」の実現

に努めることを決意し、この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、平和と人権を尊重するまちづくりの推進について、市の責務及び市民

の役割を明らかにするとともに、平和や人権尊重に関する意識の向上、人権課題の解決及

び人権擁護を図るための施策（以下「人権施策」という。）の推進の基本となる事項を定

め、もって平和と人権を尊重するまちの実現を図ることを目的とする。 

（市の責務） 

第２条 市は、国、大阪府及び国内外の関係機関並びに市民との連携を深め、あらゆる施策

を平和と人権を尊重する視点を持って実施するとともに、人権施策を総合的かつ計画的に

推進するものとする。 

２ 市政に携わる者は、この条例の理念を理解し、尊重し、及び行動しなければならない。 

（市民の役割） 

第３条 市民は、この条例の理念を理解し、平和、人権等地球規模の課題について身近なこ
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とから積極的に取り組む地球市民の一員としての認識を持って行動し、平和と人権を尊重

するまちづくりの推進に努めなければならない。 

（事業の推進） 

第４条 市は、平和と人権を尊重するまちづくりの推進について、次に掲げる事業を実施す

るものとする。 

(1) 平和や人権に関する意識の向上のための教育及び啓発事業 

(2) 交流、協力及び貢献に係る活動並びに顕彰を通して平和を促進する事業 

(3) 人権擁護を推進する事業 

(4) 前３号に掲げるもののほか、この条例の目的の実現に資する事業 

（推進計画の策定） 

第５条 市長は、平和と人権を尊重するまちづくりを総合的に推進するため、堺市人権施策

推進計画（以下この条において「推進計画」という。）を策定し、人権施策を推進するも

のとする。 

２ 市長は、推進計画を策定するに当たり、次条の堺市人権施策推進審議会の意見を聴くと

ともに、市民の意見を反映できるよう適切な措置を講ずるものとする。 

３ 市長は、推進計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。 

４ 市長は、推進計画の進行管理を行い、社会状況等の変化に対応し、適宜、見直しを行う

ものとする。 

（堺市人権施策推進審議会） 

第６条 人権施策の推進に関する重要事項を調査審議し、及び意見を述べるため、本市に堺

市人権施策推進審議会（以下この条において「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、委員１２人以内で組織する。 

３ 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が任命し、又は委嘱す

る。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 第２項から前項までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、

規則で定める。 

（委任） 

第７条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

附 則 
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この条例は、平成１９年１月１日から施行する。ただし、第６条の規定は、規則で定める

日から施行する。 

（平成１９年規則第８５号で平成１９年８月１日から施行） 

附 則（平成２９年６月２６日条例第３１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


